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【総務・経理 関係】                      担当 横内 坂本 猪股 塚原 

                    電話 055-262-4422 

 
 

 

標記理事会が次により開催され、その概要は次のとおりです。 

 

◇日 時  平成２０年４月１５日（火）１６：００～２３：４０ 

◇場 所  振興会 役員室 

◇協議事項     

１）平成１９年度事業報告、収支決算報告について 
２）平成２０年度事業計画、収支予算（案）について 
３）その他 

・理事会、総会の運営について 
・自動車税端末設置について 
・ＪＡＦ入会取扱店について 
・その他 

 

 

 

 

 

標記会議が下記により開催され、その概要は次の通りでした。 

 

◇日 時   平成２０年４月１９日（土）１４：００～１７：３０ 

  ◇場 所    振興会 大講堂 

  ◇出席理事数  ３０名 

◇議 題 

１）平成１９年度事業報告及び決算報告について 

    （事業報告及び決算報告を審議、総会提出議案とすることが承認された） 

２）平成２０年度事業計画及び収支予算（案）について 

（事業計画及び収支予算（案）を審議、総会提出議案とすることが承認された） 

３）その他 

・構内再構築ワーキング検討会（仮称）の設置 

（各部門からの意見、提案を取りまとめるためのワーキング・グループを各正副委員 

長及び業務委員を構成メンバーとして設置する。） 

４）その他 

 ・自動車税端末設置について 
   ・平成２０年度県予算要望書に対する回答 

・その他 

 

 

 

 

理事会が開催されました 

総務委員会が開催されました 

常任理事会が開催されました 
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標記委員会が開催され、その概要は次のとおりです。 

 

◇日 時  平成２０年４月２５日(金)１５：００～１７：３０ 

◇場 所  振興会 会議室 

◇出席者   水野委員長、細田副委員長、田中委員、田口委員、小林委員、五味委員 

須田委員 

◇協議事項  （１）支部課題等意見集約アンケートについて（継続） 

・マトリクス集計等による実態の把握と課題の抽出。 

・支部員意見集約アンケートの素案検討 

（２）その他 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

標記会議が開催され、その概要は次のとおりです。 

◇ 日 時 平成２０年４月１９日(土)１９：３０～２１:００ 

◇ 場 所 甲府 満月 

◇ 出席者 須田 猛 （甲府北）    福田 稔 （大月） 

       深沢孝文 （南アルプス南） 大久保俊秀（甲府南） 

       佐野良和 （南巨摩北）   渡辺敏也 （韮崎）     

       古屋和仁 （塩山）      

◇ 協議事項 

（１）中小企業組合まつりの反省点と今後の展開 

（２）運営委員会提出議題の取りまとめ 

（３）その他 

 

 

 

標記委員会が開催され、その概要は次のとおりです。 

◇ 日 時 平成２０年４月２３日(水) １９：００～２１:３０ 

◇ 場 所 振興会 大講堂 

◇ 出席者 ２３名 

甲府東    大村貴彦 萩原彰彦     南巨摩南   穂坂一仁   稲葉 剛 

甲府西    五味信一郎         南巨摩北   佐野良和 

甲府南    大久保俊秀            東 八    高柳和人  土田 久 

甲府北    須田 猛 深沢孝輔       日下部    鎮目英樹  藤井一男 

峡 北    小林成幸           塩 山    古屋和仁  安藤幸治 

韮 崎    渡辺敏也          岳 麓    石井武彦 

南アルプス南 深沢孝文 望月美文       大  月     志村匡亮 

ＡＭＳ山梨青年部の活動について 

正 副 部 長 会 議 の開 催  

運 営 委 員 会 の開 催  
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市 川    佐野正幸            都 留    山本和彦 

◇ 協議事項 

（１）中小企業組合まつり点検教室の反省点等について 

・点検教室、エアバック、展示ブース各コーナーの反省と意見集約 

・点検教室アンケートの実施結果と分析 

（２）新規事業について 

・各支部青年部での意見集約と次回の運営委員会で取りまとめを確認 

（３）その他 

１）青年部規約の一部改正報告 

２）メーカー別技術勉強会の開催 

３）各支部活動報告について 

 
 
 
  

 

標記勉強会が開催され、その概要は次のとおりです。 

◇ 日 時   平成２０年４月２８日（月） 

１９：００～２１：００ 

◇ 場 所   振興会 第３教室 

◇ 出席者  ２０名 

◇ 勉強内容 三菱編（新型μ等） 

参加者の皆様方、大変ご苦労さまでした。 

なお、日頃の整備に関する質疑、相談等 

も活発に行われました。 

青年部では年間を通じて各自動車及び整 

備機器メーカーの勉強会を計画致します 

ので、是非ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

《 塩山・日下部支部青年部 》 

◇ 日 時  ４月２５日（金） 

   １９：００～２０：３０ 

◇ 場 所   東山梨消防本部 

塩山消防署 

◇ 参加者  ２２名 

（２支部合同開催） 

◇ 講習概要 基礎救命講習会 

 

 

メーカー別 技 術 勉 強 会 開 催  

各 支 部 青 年 部 活 動  ～塩 山 ・日 下 部 支 部 青 年 部 ～ 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）講習会の開催 



 3

 

 

 

山梨県では、交通事故防止対策として、県民一人ひとりが「毎日の生活の中で、交通ルールを守

ることにより、事故を起こしたり、事故に遭わないように実践する」啓発活動を地域、学校、職場

などあらゆる領域で進めています。 

そこで、この啓発活動の一環として５人１チームで２００日間、無事故・無違反に挑戦する「セ

ーフティードライブ・チャレンジ２００」が次により開催されることから、今年も自動車整備業界

として参加しますので、皆様のチャレンジをお待ちしております。 

 

◇ 実施期間  平成２０年６月１５日（日）～１２月３１日（水）の２００日間 

◇ 応募資格  運転免許証（国内免許）を持つ県内在住又は県内在勤者 

◇ 申込方法  申込用紙を５月２７日（火）までに振興会総務課にご提出下さい。 

        （参加料３,５００円は本会で負担します） 

◇ 問い合せ  総務課（坂本、塚原）まで 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県自動車整備政治連盟では、昨年自民党山梨県支部連合会を経由し、平成２０年度山梨県施

策及び当初予算編成に対する業界要望事項を提出しました。その回答が当局よりがありましたの

で、お知らせ致します。 

平成２０年度県施策及び予算編成に対する要望結果 

 

セーフティードライブ・チャレンジ２００参加チーム募集について 

県施策及び予算編成に対する要望の回答 

               【平成１９年度の参加結果】 

 〔全 体〕 参加チーム数 ６,９７８チーム 

   （内達成チーム数 ４,７５３チーム 達成率 ６８．１％）

 〔内振興会〕 参加チーム数 ９３チーム 

      （内達成チーム数 ５８チーム 達成率 ６２．４％） 

  当整備業界における参加者全体の内、１年以上無事故 

 無違反の比率は８８％、違反は４５件あり、このうち６７％ 

 がシートベルト不着用（１７件）、運転中の携帯電話 

 使用（１３件）でした。 

  いずれも日常の心がけでなくすことが可能であり、この 

 結果をチャレンジ目標として本年度も参加します。 

携帯電話 シートベルトの着用
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部課名 企画部県民室県民生活課 

【要望事項】 

車検・定期点検未実施車の使用者に対する点検整備の促進強化対策への支援をされたい。 

１）車検・定期点検未実施車の使用者に対する，点検整備の促進強化対策への支援について 

２）交通安全運動の重点実施項目の中に定期点検整備の確実な実施の盛り込み及び自動車ユーザー 

の自己管理責任意識の醸成の盛り込みについて 

【対応結果】 

１）交通安全に係る自動車の点検整備の充実については、第８次山梨県交通安全計画の施策に位 

置づけており、同計画に基づいて今後作成する平成２０年度山梨県交通安全実施計画により、 

積極的に推進していく予定です。 

２）「定期点検整備の確実な実施」及び「自動車ユーザーの自己管理責任意識の醸成」については、 

平成２０年度の山梨県交通安全運動基本要綱の重点目標には位置づけていませんが、同要綱中 

の推進項目に、新たに「自動車の点検整備の促進、整備不良車等の一掃」を位置づけ、更に、そ 

の推進事項として、「『 自動車点検整備推進運動』等を通じて、自動車使用者の保守管理責任の醸 

成を図り、日常点検・定期点検整備の確実な実施を促進する。」こととしています。 

 

部課名 警察本部交通指導課 

【要望事項】 

車検・定期点検未実施車の使用者に対する点検整備の促進強化対策への支援をされたい。 

１）定期点検整備推進運動への山梨県及び山梨県警察の積極的参加と協カ並びに各種定期点検整備 

促進広報活動への支援について 

２）無車検・無保険車並びに前車検後の後整備未実施車両等に対する指導取締りの強化等について 

【対応結果】 

１）県警察では、交通取締りや交通事故捜査の機会に車両の使用者等に対する定期点検整備の指導 

を中心に実施していきます。 

２）要望の指導取締りの強化については、現在山梨運輸支局が計画し、警察や整備振興会が参加し 

ている街頭検査の強化を検討するとともに、街頭検査に協力していきます。 

 

部課名 教育委員会事務局高校教育課 

【要望事項】 

車検・定期点検未実施車の使用者に対する点検整備の促進強化対策への支援をされたい。 

１）自動車点検整備の重要性や必要性を学校教育の授業カリキュラム（学習指導要領）への取り込 

みと免許取得者に対する点検整備教室の開催について 

【対応結果】 

１）学習指導要領への取り込みについては、新しい学習指導要領の総則の中に「健康．安全で活力 

ある生活」という表現で「安全」について言及しており、「自動車点検整備」といった具体的 

方策は、安全に関する教育を実践する学校現場で取り入れるかどうか判断することになります。 

２）免許取得者に対する点検整備教室の件については、車の免許取得の時期が、年齢と校則のた 

め、早く取得した生徒でも３年生の１２月で、大半の生徒は卒業式が終わってからとなり、点 

検整備教室を開く機会がないのが現状です。 

３）なお、バイク免許取得者に対しては、どの学校でも、毎年、バイク通学者交通安全教室」を行 

っています。 
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部課名 総務部管財課 

【要望事項】 

車検・定期点検未実施車の使用者に対する点検整備の促進強化対策への支援をされたい。 

１）最近、官公庁（各市町村を含む）における庁用車等を担当する保守管理者のコンプライアンス 

の低下が懸念され、点検整備未実施情報も少なくありません。 

これら管理者への保守管理意識の醸成と定期点検整備の完全実施、更には、定期点検整備記録 

簿の車への備え付け並びに確実な整備の証として定期点検ステッカーの貼付を指導されたい。 

とりわけ各市町村への指導を山梨県としてお願いしたい。 

【対応結果】 

１）県では約８００台近くの公用車（警察を除く）を保有していますが、これら公用車の適正な運 

行管理を行うため、山梨県自動車管理要領（昭和４５年４月１日制定）を定めています。 

２）この要領の中で、道路運送車両法第５０条第１ 項の規定に基づく自動車整備管理者を各地域 

毎に任命し、全ての車両を対象に定期的に点検整備を行い、公用車の安全性の確保を図ってい 

るところであります。 

３）また、各所属毎に運行管理者や安全運転管理者等を任命し、職員の交通事故防止にも努めてい 

るところであります。 

 

 

部課名 警察本部交通指導課 

【要望事項】 

交通事故防止方策として、不正改造車等の取締りを強化されたい。 

【対応結果】 

１）暴走族や各種事業活動による不正改造車等については、年間を通じ交通取締りや交通事故捜査 

活動において、取締りを強化しております。 

 

部課名 警察本部交通指導課・捜査第一課・生活安全企画課 

【要望事項】 

交通事故車両等の割り出し捜査情報の業界への提供と捜査協力体制の確立を図られたい。 

【対応結果】 

１）警察本部では、本年３月中に、外部の団体に対する情報連絡や捜査協力依頼のメールを配信す 

るシステムの運用を開始する予定でありますので、交通事故車両等の捜査協力要請及び解除連 

絡についても同システムで行う予定です。 

２）なお、同システムへの加入手続き等について打合せを行いたいと思いますので、よろしくお願 

いします。 
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部課名 税務課 

【要望事項】 

納税確認業務の利便向上と電子化対応について 

【対応結果】 

１）道路運送車両法に基づく継続車検申請時における納税確認については、現行、運輸支局におい 

て、継続車検申請書に自動車税の完納印が押印されていることを確認する方法がとられていま 

す。 

２）平成１７年度からは、（社）山梨県自動車整備振興会の事務所に自動車税事務所職員を派遣し、 

納税証明書が提示された場合に限って、完納を確認して完納印を押印する体制を整え、利用者 

の利便性の向上を図っております。 

３）利用者の利便性の向上と事務処理の効率化を図る観点から、納税証明書の提示がない場合につ 

いても、完納している者に対しては、同団体の窓口で対応が可能となるよう、税務端末の設置 

などの方法について検討していきます。 

 

 

部課名 市町村課 

【要望事項】 

ＯＳＳ化に伴う住基ネット促進策の実施について 

【対応結果】 

１）自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）については、平成１７年度から新規登 

録に関する部分のみの運用が開始され、現在までに東京都、神奈川県など１０都府県で利用が 

可能となっていますが、国の導入方針の変更等により、本県での導入は平成２２年度以降にな 

るものと考えております。 

２）当該サービスの利用に当たっては、住基ネットワークによる住基カード及び電子証明書が必要 

となりますので、県内でのサービス稼働に向けて、住基カードの普及促進に取り組んで参りた 

いと考えています。 

 


